
【参考書式⑥－１】

可　処　分　所　得　額　算　出　シ　ー　ト

再生債務者 被扶養者 被扶養者 被扶養者

氏　　　　　　名 山田　太郎 山田　花子

※
年　　　　　　齢

（平成２７年４月１日現在）
５８歳 ５４歳

続　　　　　　柄 本　人 妻

※ 同居 ・ 別居の別 同居

※ 居住地（別居の被扶養者のみ） 埼玉県越谷市

※ 居住地域の区分 第３区 第３区

※  ①　過去２年間の収入合計額 10,573,007円 　　　①÷２＝ 5,286,504円

 ②　上記期間の所得税額相当額 447,200円

 ③　上記期間の住民税額相当額 293,007円

 ④　上記期間の社会保険料相当額 1,693,723円

 ⑤　収入合計額から控除する額 2,433,930円 　←　②＋③＋④

 ⑥　１年間当たりの手取収入額 4,069,539円 　←　（①－⑤）÷２

※  ⑦　個人別生活費の額 412,000円 412,000円

※  ⑧　世帯別生活費の額 531,000円 円 円 円

※  ⑨　冬季特別生活費の額 18,000円 円 円 円

※  ⑩　住居費の額 738,000円 　　　　　　　　　円  （Ｄ） 　　　　　　　　　円  （Ｄ） 　　　　　　　　　円  （Ｄ）

※ 政令の住居費の額 738,000円 　　　　　　　　　円  （Ａ） 　　　　　　　　　円  （Ａ） 　　　　　　　　　円  （Ａ）

再　　　生　　　債　　　務　　　者　　　居　　　住　　　建　　　物

※  (1)　再生債務者が所有しているか 　は　い　→　(2)へ進む　　　　　　　　いいえ　→　(4)へ進む

※
 (2)　競売又は任意売却により建物の所
　 　有権を失う可能性があるか

　は　い　→　(3)・(4)は記載しない　　 いいえ　→　(3)へ進む（(4)は記載しない）

※
 (3)　一般弁済期間の全期間を通じてロ
　　 ーンの弁済をする予定があるか

　は　い・いいえ　　　　１年間の弁済見込総額　　　　　　　　 1,518,398円 (Ｂ)

※
 (4)　一般弁済期間の全期間を通じて賃
　　 料の支払をする予定があるか

　は　い・いいえ　　　　１年間の支払見込総額　　　　　　　　　　　　　円 (Ｃ)

別　　　居　　　被　　　扶　　　養　　　者　　　居　　　住　　　建　　　物

※  (1)　再生債務者が所有しているか 　は　い　→　(2)へ進む　　　　　　　　いいえ　→　(4)へ進む

※
 (2)　競売又は任意売却により建物の所
　 　有権を失う可能性があるか

　は　い　→　(3)・(4)は記載しない　　　いいえ　→　(3)へ進む（(4)は記載しない）

※
 (3)　一般弁済期間の全期間を通じてロ
　　 ーンの弁済をする予定があるか

　は　い・いいえ　　　　１年間の弁済見込総額　　　　　　　　　　　　　円 (Ｂ)

※
 (4)　一般弁済期間の全期間を通じて賃
　　 料の支払をする予定があるか

　は　い・いいえ　　　　１年間の支払見込総額　　　　　　　　　　　　　円 (Ｃ)

※  ⑪　勤労必要経費の額 505,000円

 ⑫　上記合計額（１年分の費用額） 2,204,000円 412,000円

 ⑬　⑫の合計額 2,616,000円

 ⑭　１年間当たりの可処分所得額（⑥－⑬） 1,453,539円

 ⑮　計画弁済総額の最低基準額（⑭×２） 2,907,077円

※印の記載に当たっては，別紙記載要領を参照して下さい。

（D)

（Ａ）


